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会員規約一部改訂のお知らせ 

2021 年 10 月 1 日(金)より、「会員規約」の内容を一部改訂いたしますので、ご案内申しあげます。 

■主な改訂内容 新旧対比 

 

１．クレジットカード会員規約 

①カード会員規約 

改訂前 改訂後 

第２条（カードの貸与等） 

（エムアイカード・IC カード特約より移設） 

 

 

４．会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、

直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。 

５．本条第２項及び第３項の規定は、会員が退会し、または会員資格を喪失したと

きでも、カードを当社に返却するまでは有効に存続するものとします。 

第２条（カードの貸与等） 

４．カ ードがＩＣチップを搭載したものである場合、会員はＩＣチップの破壊、分

解等をしてはならず、ＩＣチップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等

を行わないものとします。 

５．会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、

直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。 

６．本条２項、３項及び４項の規定は、会員が退会し、または会員資格を喪失した

ときでも、カードを当社に返却するまでは有効に存続するものとします。 

第３条（暗証番号） 

４．暗証番号の選定または管理に関し会員の故意または過失があり、これにより損

害が生じた場合には、その損害については会員が負担するものとします。 

 

（エムアイカード・IC カード特約より移設） 

第３条（暗証番号） 

４．暗証番号の選定または管理に関し会員の故意または過失があり、これにより損

害が生じた場合には、その損害については会員が負担するものとし、暗証番号の利

用による一切の債務の支払の責務を負うものとします。 

５．暗証番号の変更にはカードの再発行が必要となります。尚、本会員が暗証番号

の変更を希望される場合は、再発行手続きの申し出とともに、第１３条に定める再

発行手数料を本会員が支払うものとします。また、カードの紛失・盗難・汚損・破

損等によりカードを再発行する場合においても、同様に暗証番号の登録を改めて行

う必要があるものとします。 

第５条（カードの利用） 

３．当社が認めた会員は、当社の指定する現金自動貸出機（ＣＤ）または現金自動

預払機（ＡＴＭ、以下ＣＤとＡＴＭを総称して「ＡＴＭ等」といいます。）を使用し

第５条（カードの利用） 

３．当社が認めた会員は、当社が提携している金融機関等の現金自動貸出機（ＣＤ）

または現金自動預払機（ＡＴＭ、以下ＣＤとＡＴＭを総称して「ＡＴＭ等」といい
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改訂前 改訂後 

て、キャッシングサービスを受けることができます。尚、ＡＴＭ等の設置店舗の営

業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 

 

ます。）を使用して、キャッシングサービスを受けることができます。尚、ＡＴＭ等

の設置された金融機関等の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯

があります。 

第８条（代金の決済） 

３．自動振替の口座登録が完了していない場合、支払を遅滞した場合等、当社が特

に認めた場合は、会員は、当社が指定する口座に振込む方法または当社の指定する

営業所（ATM を含みます。）に来店する方法により支払うものとします。なお口座

登録が完了していない場合の支払期日は、締切日の属する月の末日とします。但し、

支払期日が金融機関や当社営業所休業日の場合は、当社が利用明細書で指定する条

件に従い支払うものとします。 

第８条（代金の決済） 

３．自動振替の口座登録が完了していない場合、支払を遅滞した場合等、当社が特

に認めた場合は、会員は、当社が指定する口座に振込む方法等の当社が指定した方

法により支払うものとします。なお口座登録が完了していない場合の支払期日は、

締切日の属する月の末日とします。但し、支払期日が金融機関休業日の場合は、当

社が利用明細書で指定する条件に従い支払うものとします。     

第１５条（規約の有効期間） 

１．本規約の有効期間は、第１９条１項に定める会員都合により会員が退会したと

き、第２１条により会員が会員資格を喪失したとき、その他の理由により会員が退

会もしくは会員資格を喪失したときに終了するものとします。但し、第２条４項の

場合を除きます。 

第１５条（規約の有効期間） 

１．本規約の有効期間は、第１９条１項に定める会員都合により会員が退会したと

き、第２１条により会員が会員資格を喪失したとき、その他の理由により会員が退

会もしくは会員資格を喪失したときに終了するものとします。但し、第２条６項の

場合を除きます。 

第１７条（期限の利益の喪失） 

２．会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基

づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとしま

す。 

（６）本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 

（エムアイカード・IC カード特約より移設） 

第１７条（期限の利益の喪失） 

２．会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基

づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとしま

す。 

（６）本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 

（７）カードに搭載されたＩＣチップの破壊、分解等を行い、またはＩＣチップに

格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 

第１９条（会員の都合による退会） 

１．本会員が都合により退会するときは、同時に家族会員も退会となります。本会

員は当社所定の届け出をするとともに、会員のカードを返却するものとします。但

し、届け出時において当社に対する残債務がある場合は、その全額を完済したとき

をもって退会したものとします。 

第１９条（会員の都合による退会） 

１．本会員が都合により退会するときは、同時に家族会員も退会となります。本会

員は当社所定の届け出をするとともに、会員のカードを返却するか、切断のうえ破

棄するものとします。但し、届け出時において当社に対する残債務がある場合は、

その全額を完済したときをもって退会したものとします。尚、 この場合において、
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改訂前 改訂後 

（エムアイカード・IC カード特約より移設） 

 

 

本会員または家族会員のカードにＩＣチップが搭載されている場合、会員は直ちに

カードを当社に返却するか、カードの磁気ストライプとＩＣチップ部分を切断のう

え破棄するものとします。 

第２章＜ショッピング条項＞ 

第３０条（ショッピングの利用方法） 

１．会員は、カードを提示のうえ、所定の伝票にカードと同一の自己の署名をする

ことにより、カードを利用することができます。但し、当社が特に認めた場合は、

当社指定の方法により署名、もしくはカードの提示を省略できる場合があります。

尚、暗証番号による取引において、暗証番号の入力を行わない場合にはカードの利

用ができない場合があります。 

第２章＜ショッピング条項＞ 

第３０条（ショッピングの利用方法） 

１．会員は、カードを提示のうえ、所定の伝票にカードと同一の自己の署名をする

ことまたは当社が適当と認めた店舗において所定の端末機に暗証番号を入力する

こと（但し、端末機等の故障の場合には、当社が別途適当と認める方法）により、

カードを利用することができます。但し、当社が特に認めた場合は、当社指定の方

法により署名またはカードの提示を省略できる場合があります。尚、暗証番号によ

る取引において、暗証番号の入力を行わない場合にはカードの利用ができない場合

があります。 

第３２条（繰上返済の特約） 

１．本会員が、第８条及び第３０条及び第３１条に定める代金決済方法にかかわら

ず、ショッピング支払金の全部または一部の返済を支払期日の前に繰り上げて行う

場合（以下「繰上返済」といいます。）は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ、

当社の承認を得て行うものとします。その際、本会員は、繰上返済をする範囲、返

済方法及び支払日を指定して当社の承認を得るものとし、且つ、当社所定の手続き

をとるものとします。 

第３２条（繰上返済の特約） 

１．本会員が、第８条及び第３０条及び第３１条に定める代金決済方法にかかわら

ず、ショッピング支払金の全部または一部の返済を支払期日の前に繰り上げて行う

場合（以下「繰上返済」といいます。）は、本会員が当社に対して当社所定の方法で

事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。その際、本会員は、繰上

返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定して当社の承認を得るものとし、且つ、

当社所定の手続きをとるものとします。 

第３章＜キャッシング条項＞ 

第３９条（キャッシングサービスの利用方法） 

３．利用資格者は、当社及び当社の指定する提携先のＡＴＭ等を使用し、１万円単

位でキャッシングサービスを受けることができます。 

第３章＜キャッシング条項＞ 

第３９条（キャッシングサービスの利用方法） 

３．利用資格者は、当社の指定するＡＴＭ等を使用し、１万円単位でキャッシング

サービスを受けることができます。 

第４０条（キャッシングサービスの利用代金等の返済方法） 

４．本会員が、本条に定めるキャッシングサービスの利用代金等の返済方法にかか

わらず、キャッシング支払金の繰上返済を行う場合は、本会員が当社に対して事前

に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。その際、本会員は、繰上返済

第４０条（キャッシングサービスの利用代金等の返済方法） 

４．本会員が、本条に定めるキャッシングサービスの利用代金等の返済方法にかか

わらず、キャッシング支払金の繰上返済を行う場合は、本会員が当社に対して当社

所定の方法で事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。その際、本
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改訂前 改訂後 

をする範囲、返済方法及び支払日を指定して当社の承認を得るものとし、且つ、当

社所定の手続きをとるものとします。繰上返済により融資金等の一部または全部を

支払う場合、利用日、または前回の支払期日の翌日から支払いの当日まで日割計算

によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。 

会員は、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定して当社の承認を得るも

のとし、且つ、当社所定の手続きをとるものとします。繰上返済により融資金等の

一部または全部を支払う場合、利用日、または前回の支払期日の翌日から支払いの

当日まで日割計算によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。 

 

②個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項 

改訂前 改訂後 

第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

利用目的 

④ クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供 

第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

利用目的 

④ クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供、当社が提携す

る企業が行っている事業における付帯サービス（ポイント等特典の付与を含みま

す。）の提供及び同提供のために必要な措置の実施（ⅰ)及びⅱ)の情報を当該提携先

企業に提供することを含みます。） 

第７条（繰上返済時の残高の開示） 

本会員は、家族会員がカードまたはカード情報を用いてＡＴＭ等で繰上返済の手続

の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含みます）を行う場合、当社が

当該繰上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する本会員及び家族

会員の利用による残高の合計額）を家族会員に対し開示することに同意します。 

第７条（繰上返済時の残高の開示） 

本会員は、家族会員がカードまたはカード情報を用いて当社所定のシステムを利用

した繰上返済にかかる手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含み

ます）を行う場合、当社が当該繰上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商

品に関する本会員及び家族会員の利用による残高の合計額）を家族会員に対し開示

することに同意します。 

（新設） ■ 個人情報管理責任者 

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者

（コンプライアンス担当役員）を設置しております。 

 

③エムアイカード・Visa カード特約 

改訂前 改訂後 

第５条（海外キャッシングサービス） 

１．会員は、日本国外の Visa と提携した金融機関のＡＴＭ等 において海外キャッ

第５条（海外キャッシングサービス） 

１．会員は、日本国外の Visa と提携したＡＴＭ等において海外キャッシングサー
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改訂前 改訂後 

シングサービスを利用することができます。尚、海外キャッシングサービスの利用

可能額は、原則として利用時点における会員のキャッシング利用可能額以内としま

す。尚、利用可能額を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責

任を負うものとします。 

ビスを利用することができます。尚、海外キャッシングサービスの利用可能額は、

原則として利用時点における会員のキャッシング利用可能額以内とします。尚、利

用可能額を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責任を負うも

のとします。 

 

④エムアイカード・アメリカン・エキスプレス・カード特約 

改訂前 改訂後 

第５条（アメリカン・エキスプレスを通じたキャッシングサービス） 

１．会員は、日本国内外のアメリカン・エキスプレスと提携した金融機関のＡＴＭ

等においてキャッシングサービスを利用することができます。尚、キャッシングサ

ービスの利用可能額は、原則として利用時点における会員のキャッシング利用可能

額以内とします。尚、利用可能額を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債

務について責任を負うものとします。 

第５条（アメリカン・エキスプレスを通じたキャッシングサービス） 

１．会員は、日本国内外のアメリカン・エキスプレスと提携したＡＴＭ等において

キャッシングサービスを利用することができます。尚、キャッシングサービスの利

用可能額は、原則として利用時点における会員のキャッシング利用可能額以内とし

ます。尚、利用可能額を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について

責任を負うものとします。 

 

⑤エムアイカード・IC カード特約 

改訂前 改訂後 

第１条（適用） 

本特約はカードがＩＣチップを搭載したカード（以下「ＩＣカード」といいます。）

である場合に、株式会社エムアイカード（以下「当社」といいます。）が定めるカー

ド会員規約（以下「会員規約」といいます。）及び会員規約とともに適用される特約

に加え、ＩＣカードの貸与を受けた会員（以下「会員」といいます。）に適用されま

す。各規定が重複する場合は、本特約を優先します。 

（カード会員規約へ移設） 

第２条（カードショッピングの利用の特例） 

会員は、会員規約第３０条１項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた店舗にお

いては、伝票等への署名の代わりに、会員規約第３条１項の暗証番号を所定の端末

機に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができ

るものとします。尚、端末機等の故障の場合は、当社が別途適当と認める方法でカ

（カード会員規約へ移設） 
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改訂前 改訂後 

ードを利用することを、予め承諾するものとします。 

第３条（暗証番号） 

１．会員は当社が適当と認めた場合、暗証番号の登録変更を申し出ることができる

ものとします。この場合、会員は当社所定の方法により、ＩＣカードを返還し、ま

たは変更後の暗証番号を利用することができるものとします。尚、ＩＣカードの再

発行手数料の支払いは会員規約第１３条に定めるカードの再発行手数料に準じる

ものとします。 

２．会員は会員規約第３条４項の規定に従い、暗証番号の利用による一切の債務の

支払いの責務を負うものとします。 

（カード会員規約へ移設） 

第４条（ＩＣカードの管理） 

会員はＩＣカードの破壊、分解等をしてはならず、ＩＣカードに格納された情報の

漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 

（カード会員規約へ移設） 

第５条（期限の利益の喪失） 

会員規約第１７条２項に以下の項目を追加します。 

ＩＣカードの破壊、分解等を行い、またはＩＣカードに格納された情報の漏洩、複

製、改ざん、解析等を行ったとき。 

（カード会員規約へ移設） 

第６条（退会の場合のＩＣカードの取扱い） 

退会の場合、会員は直ちにＩＣカードを当社へ返却するか、ＩＣカードの磁気スト

ライプとＩＣチップ部分を切断のうえ破棄するものとします。 

（カード会員規約へ移設） 

 

 

２．ローンエムアイカード会員規約 

改訂前 改訂後 

第６条（借入れ） 

３．会員は、当社の指定する、日本国内にある現金自動貸出機（ＣＤ）または自動

預払機（ＡＴＭ、以下ＣＤとＡＴＭを総称して「ＡＴＭ等」といいます。）において、

当該ＡＴＭ等の稼働時間中、当該ＡＴＭ等の定められた操作方法に従い、借入金額

第６条（借入れ） 

３．会員は、当社が提携している金融機関等の現金自動貸出機（ＣＤ）または現金

自動預払機（ＡＴＭ、以下ＣＤとＡＴＭを総称して「ＡＴＭ等」といいます。）にお

いて、当該ＡＴＭ等の稼働時間中、当該ＡＴＭ等の定められた操作方法に従い、借
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改訂前 改訂後 

及び返済方式を指定のうえ、カードを使用して金銭を借り入れることができるもの

とします。この場合において、借入金額は、原則として１万円以上１万円単位とな

ります。ただし、ＡＴＭ等により、借入金額、返済方法の指定等が制限される場合

があります。 

入金額及び返済方式を指定のうえ、カードを使用して金銭を借り入れることができ

るものとします。この場合において、借入金額は、原則として１万円以上１万円単

位となります。ただし、ＡＴＭ等により、借入金額、返済方法の指定等が制限され

る場合があります。 

 

■個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項 

改訂前 改訂後 

第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

利用目的 

④ クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供 

第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供、預託） 

利用目的 

④ クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供、当社が提携す

る企業が行っている事業における付帯サービス（ポイント等特典の付与を含みま

す。）の提供及び同提供のために必要な措置の実施（ⅰ）及びⅱ)）の情報を当該提

携先企業に提供することを含みます。 ） 

（新設） ■ 個人情報管理責任者 

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者

（コンプライアンス担当役員）を設置しております。 

 

■ローンエムアイカード貸付条件（商品概要） 

改訂前 改訂後 

  

 

以上 


